
様式第3号(第8条関係) 

申請に対する処分の審査基準及び標準処理期間(個票) 

                                    (平成25年4月1日作成) 

処 分 の 概 要  農地又は採草放牧地の権利移動の許可 

法令(例規)名及び

根 拠 条 項
 農地法 第3条第1項 

法 令 ( 例 規 ) 番 号  昭和27年法律第229号 

標 準 処 理 期 間

総日数       28 日 (美幌町の休日を定める条例に基づく休日を除く) 

経由機関      日 

協議機関      日 

処分機関     28 日 

所 管 部 署 名 農業委員会 事務局 農地担当 

審 査 基 準 の 内 容

（許可の制限） 
第3条 
2 前項の許可は、次の各号のいずれかに該当する場合には、することができ

ない。ただし、民法第269条の2第1項の地上権又はこれと内容を同じくする
その他の権利が設定され、又は移転されるとき、農業協同組合法第10条第2
項に規定する事業を行う農業協同組合又は農業協同組合連合会が農地又は
採草放牧地の所有者から同項の委託を受けることにより第1号に掲げる権利
が取得されることとなるとき、同法第11条の31第1項第1号に掲げる場合にお
いて農業協同組合又は農業協同組合連合会が使用貸借による権利又は賃借
権を取得するとき、並びに第1号、第2号、第4号及び第5号に掲げる場合にお
いて政令で定める相当の事由があるときは、この限りでない。 
(1) 所有権、地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若し
くはその他の使用及び収益を目的とする権利を取得しようとする者又は
その世帯員等の耕作又は養畜の事業に必要な機械の所有の状況、農作業に
従事する者の数等からみて、これらの者がその取得後において耕作又は養
畜の事業に供すべき農地及び採草放牧地のすべてを効率的に利用して耕
作又は養畜の事業を行うと認められない場合 

(2) 農業生産法人以外の法人が前号に掲げる権利を取得しようとする場合
(3) 信託の引受けにより第1号に掲げる権利が取得される場合 
(4) 第1号に掲げる権利を取得しようとする者（農業生産法人を除く。）又
はその世帯員等がその取得後において行う耕作又は養畜の事業に必要な
農作業に常時従事すると認められない場合 

(5) 第1号に掲げる権利を取得しようとする者又はその世帯員等がその取
得後において耕作の事業に供すべき農地の面積の合計及びその取得後に
おいて耕作又は養畜の事業に供すべき採草放牧地の面積の合計が、いずれ
も、北海道では2ヘクタール、都府県では50アール（農業委員会が、農林
水産省令で定める基準に従い、市町村の区域の全部又は一部についてこれ
らの面積の範囲内で別段の面積を定め、農林水産省令で定めるところによ
り、これを公示したときは、その面積）に達しない場合 

(6) 農地又は採草放牧地につき所有権以外の権原に基づいて耕作又は養畜
の事業を行う者がその土地を貸し付け、又は質入れしようとする場合（当
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該事業を行う者又はその世帯員等の死亡又は第2条第2項に掲げる事由に
よりその土地について耕作、採草又は家畜の放牧をすることができないた
め一時貸し付けようとする場合、当該事業を行う者がその土地をその世帯
員等に貸し付けようとする場合、農地保有合理化法人又は農地利用集積円
滑化団体がその土地を農地売買等事業の実施により貸し付けようとする
場合、その土地を水田裏作（田において稲を通常栽培する期間以外の期間
稲以外の作物を栽培することをいう。以下同じ。）の目的に供するため貸
し付けようとする場合及び農業生産法人の常時従事者たる構成員がその
土地をその法人に貸し付けようとする場合を除く。） 

(7) 第1号に掲げる権利を取得しようとする者又はその世帯員等がその取
得後において行う耕作又は養畜の事業の内容並びにその農地又は採草放
牧地の位置及び規模からみて、農地の集団化、農作業の効率化その他周辺
の地域における農地又は採草放牧地の農業上の効率的かつ総合的な利用
の確保に支障を生じるおそれがあると認められる場合 

3 農業委員会又は都道府県知事は、農地又は採草放牧地について使用貸借に
よる権利又は賃借権が設定される場合において、次に掲げる要件のすべてを
満たすときは、前項（第2号及び第4号に係る部分に限る。）の規定にかかわ
らず、第1項の許可をすることができる。 
(1) これらの権利を取得しようとする者がその取得後においてその農地又
は採草放牧地を適正に利用しないと認められる場合に使用貸借又は賃貸
借の解除をする旨の条件が書面による契約において付されていること。 

(2) これらの権利を取得しようとする者が地域の農業における他の農業者
との適切な役割分担の下に継続的かつ安定的に農業経営を行うと見込ま
れること。 

(3) これらの権利を取得しようとする者が法人である場合にあっては、そ
の法人の業務を執行する役員のうち1人以上の者がその法人の行う耕作又
は養畜の事業に常時従事すると認められること。 

 

  

審査基準の未設定理由 

ア：審査基準が法令の定めに尽くされているもの 

イ：実績がない又は将来的に見込みのないもの 

ウ：あらかじめ具体的な基準を定めることが困難なもの 

備    考

 

 



様式第3号(第8条関係) 

申請に対する処分の審査基準及び標準処理期間(個票) 

                                   (平成25年4月1日作成) 

処 分 の 概 要  農地の転用許可 

法令(例規)名及び

根 拠 条 項
 農地法 第4条第1項 

法 令 ( 例 規 ) 番 号  昭和27年法律第229号 

標 準 処 理 期 間

総日数       60 日 (美幌町の休日を定める条例に基づく休日を除く) 

経由機関      日 

協議機関    30 日 

処分機関     30 日 

所 管 部 署 名 農業委員会 事務局 農地担当 

審 査 基 準 の 内 容

（農地の転用の制限）         
第4条 
2 前項の許可は、次のいずれかに該当する場合には、することができない。

だし、第1号及び第2号に掲げる場合において、土地収用法第26条第1項の規
定による告示（他の法律の規定による告示又は公告で同項の規定による告示
とみなされるものを含む。次条第2項において同じ。）に係る事業の用に供す
るため農地を農地以外のものにしようとするとき、第1号イに掲げる農地を
農業振興地域の整備に関する法律第8条第4項に規定する農用地利用計画（以
下単に「農用地利用計画」という。）において指定された用途に供するため
農地以外のものにしようとするときその他政令で定める相当の事由がある
ときは、この限りでない。         
(1) 次に掲げる農地を農地以外のものにしようとする場合         
イ 農用地区域（農業振興地域の整備に関する法律第8条第2項第1号に規

定する農用地区域をいう。以下同じ。）内にある農地         
ロ イに掲げる農地以外の農地で、集団的に存在する農地その他の良好な

営農条件を備えている農地として政令で定めるもの（市街化調整区域
（都市計画法第7条第1項の市街化調整区域をいう。以下同じ。）内にあ
る政令で定める農地以外の農地にあっては、次に掲げる農地を除く。）
(1) 市街地の区域内又は市街地化の傾向が著しい区域内にある農地で
政令で定めるもの         

(2) (1)の区域に近接する区域その他市街地化が見込まれる区域内に
ある農地で政令で定めるもの         

(2) 前号イ及びロに掲げる農地（同号ロ(1)に掲げる農地を含む。）以外の
農地を農地以外のものにしようとする場合において、申請に係る農地に代
えて周辺の他の土地を供することにより当該申請に係る事業の目的を達
成することができると認められるとき。         

(3) 申請者に申請に係る農地を農地以外のものにする行為を行うために必
要な資力及び信用があると認められないこと、申請に係る農地を農地以外
のものにする行為の妨げとなる権利を有する者の同意を得ていないこと
その他農林水産省令で定める事由により、申請に係る農地のすべてを住宅
の用、事業の用に供する施設の用その他の当該申請に係る用途に供するこ



 

とが確実と認められない場合         
(4) 申請に係る農地を農地以外のものにすることにより、土砂の流出又は
崩壊その他の災害を発生させるおそれがあると認められる場合、農業用用
排水施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがあると認められる場合そ
の他の周辺の農地に係る営農条件に支障を生ずるおそれがあると認めら
れる場合       

(5) 仮設耕作物の設置その他の一時的な利用に供するため農地を農地以外
のものにしようとする場合において、その利用に供された後にその土地が
耕作の目的に供されることが確実と認められないとき。 

  

審査基準の未設定理由 

ア：審査基準が法令の定めに尽くされているもの 

イ：実績がない又は将来的に見込みのないもの 

ウ：あらかじめ具体的な基準を定めることが困難なもの 

備    考

 

 



様式第3号(第8条関係) 

申請に対する処分の審査基準及び標準処理期間(個票) 

                                     (平成25年4月1日作成) 

処 分 の 概 要  農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の許可 

法令(例規)名及び

根 拠 条 項
 農地法 第5条第1項 

法 令 ( 例 規 ) 番 号  昭和27年法律第229号 

標 準 処 理 期 間

総日数       60 日 (美幌町の休日を定める条例に基づく休日を除く) 

経由機関      日 

協議機関    30 日 

処分機関     30 日 

所 管 部 署 名 農業委員会 事務局 農地担当 

審 査 基 準 の 内 容

(農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の制限） 
第5条  
2 前項の許可は、次の各号のいずれかに該当する場合には、することができ

ない。ただし、第1号及び第2号に掲げる場合において、土地収用法第26条第
1項の規定による告示に係る事業の用に供するため第3条第1項本文に掲げる
権利を取得しようとするとき、第1号イに掲げる農地又は採草放牧地につき
農用地利用計画において指定された用途に供するためこれらの権利を取得
しようとするときその他政令で定める相当の事由があるときは、この限りで
ない。  
(1) 次に掲げる農地又は採草放牧地につき第3条第1項本文に掲げる権利を
取得しようとする場合  
イ 農用地区域内にある農地又は採草放牧地 
ロ イに掲げる農地又は採草放牧地以外の農地又は採草放牧地で、集団的

に存在する農地又は採草放牧地その他の良好な営農条件を備えている
農地又は採草放牧地として政令で定めるもの（市街化調整区域内にある
政令で定める農地又は採草放牧地以外の農地又は採草放牧地にあつて
は、次に掲げる農地又は採草放牧地を除く。） 
(1) 市街地の区域内又は市街地化の傾向が著しい区域内にある農地又
は採草放牧地で政令で定めるもの 

(2) (1)の区域に近接する区域その他市街地化が見込まれる区域内に
ある農地又は採草放牧地で政令で定めるもの 

(2) 前号イ及びロに掲げる農地（同号ロ(1)に掲げる農地を含む。）以外の
農地を農地以外のものにするため第3条第1項本文に掲げる権利を取得し
ようとする場合又は同号イ及びロに掲げる採草放牧地（同号ロ(1)に掲げ
る採草放牧地を含む。）以外の採草放牧地を採草放牧地以外のものにする
ためこれらの権利を取得しようとする場合において、申請に係る農地又は
採草放牧地に代えて周辺の他の土地を供することにより当該申請に係る
事業の目的を達成することができると認められるとき。  

(3) 第3条第1項本文に掲げる権利を取得しようとする者に申請に係る農地
を農地以外のものにする行為又は申請に係る採草放牧地を採草放牧地以
外のものにする行為を行うために必要な資力及び信用があると認められ
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ないこと、申請に係る農地を農地以外のものにする行為又は申請に係る採
草放牧地を採草放牧地以外のものにする行為の妨げとなる権利を有する
者の同意を得ていないことその他農林水産省令で定める事由により、申請
に係る農地又は採草放牧地のすべてを住宅の用、事業の用に供する施設の
用その他の当該申請に係る用途に供することが確実と認められない場合 

(4) 申請に係る農地を農地以外のものにすること又は申請に係る採草放牧
地を採草放牧地以外のものにすることにより、土砂の流出又は崩壊その他
の災害を発生させるおそれがあると認められる場合、農業用用排水施設の
有する機能に支障を及ぼすおそれがあると認められる場合その他の周辺
の農地又は採草放牧地に係る営農条件に支障を生ずるおそれがあると認
められる場合  

(5) 仮設工作物の設置その他の一時的な利用に供するため所有権を取得し
ようとする場合  

(6) 仮設工作物の設置その他の一時的な利用に供するため、農地につき所
有権以外の第3条第1項本文に掲げる権利を取得しようとする場合におい
てその利用に供された後にその土地が耕作の目的に供されることが確実
と認められないとき、又は採草放牧地につきこれらの権利を取得しようと
する場合においてその利用に供された後にその土地が耕作の目的若しく
は主として耕作若しくは養畜の事業のための採草若しくは家畜の放牧の
目的に供されることが確実と認められないとき。  

(7) 農地を採草放牧地にするため第3条第1項本文に掲げる権利を取得しよ
うとする場合において、同条第2項の規定により同条第1項の許可をするこ
とができない場合に該当すると認められるとき。  

  

審査基準の未設定理由 

ア：審査基準が法令の定めに尽くされているもの 

イ：実績がない又は将来的に見込みのないもの 

ウ：あらかじめ具体的な基準を定めることが困難なもの 

備    考

 

 


